
届出年月日
年 月 日

提出先：会費を添えて日本人クラブ（ジャパン・クラブ）に持参願います。
　　日本人クラブ(JAPAN CLUB)    開館時間 10：00～17：00
　　住所 ： 8 & 9 Floor, HOTEL KAN KAW, No. 93（A） Hnin Si Gone Road, Ahlone T/S.
　　TEL  :  09-3153-6921 と 094-2108-5893　　ホームページ： http://ygn-jpn-association.com/
　　日本人クラブ　E-mail ：japanclubygn@gmail.com

（２）入会者の氏名の記載をお願いします。 パスポートに記載されているローマ字でお願いします。
入会者氏名（漢字　ふりがなをお願い致します。） （英文） Mr. / Mrs. / Ms. 姓を先に書いて下さい。

（必須） （必須）

個人会員のみ（必須）

携帯 Tel: Fax:
（必須）

（必須） （必須）

（１）法人名　漢字　ふりがなをお願い致します。） （英文）

（必須）

所在地（英文）　 代表者１名の氏名（ふりがな）

（必須） 名刺を添付して下さると助かります。 （必須）

E-mail:
（必須） （必須）

携帯 Tel: Fax:
（必須）

Fees: Card: List: Padauk:

お願い：ミャンマーでは過去に台風災害や暴動事件、爆弾事件や風土病の蔓延や交通事故等の発生事例が数多くありま
す。医療事情も極めて劣悪な環境ですので、安全を図る為、あるいは会員相互の親睦や大使館との密接な連絡を取る為
に、E メール アドレスと携帯等の連絡先の両方の記載は必須です。登録頂いたEメールアドレスと携帯を通じて、ヤン
ゴン日本人会からの重要通知や、緊急事態発生時の緊急連絡を行うことがあります。お名前とEﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽと携帯等の電話
番号は、会員相互の連絡確保のために会報と会員名簿に掲載します。

⑤JICA専門家（具体的なプロジェクト名）（含配偶者）　　　⑥法人会員の個人会員の追加（含配偶者）

ヤンゴン日本人会　　　　　　入会届

E ﾒｰﾙ ｱﾄﾞﾚｽ : できましたらタイプして下さるか、名刺を添付して下さると助かります。会員相互の親睦を図ることと、ヤンゴ
ン日本人会からのお知らせを送信するとともに、緊急連絡の際に必要です。

（４）携帯電話等の番号とE ﾒｰﾙ ｱﾄﾞﾚｽ ：連絡確保の為、パダウと会員名簿に記載しますので、ご了承をお願いします。

お届け先の登録：大使館、JETRO、JICA、学校、及び法人会員に所属する個人会員の方は、それぞれの職場に会報をお
届けしていますので、ご住所の記載は結構です。個人会員の方は、会報を確実にお届けするために、詳細なお届け先の記
載をお願いします。タウンシップまで必ずご記入下さい。

（３）パダウ（会報）の送付先：個人情報管理の関係上、個人の住所を会報や名簿に掲載することはありません。

（パダウ送付先：英文）：日本大使館、JETRO、JICA、日本人学校所属、法人所属の個人の方は、住所の記載は結構です。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　（法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
⑦一般の個人会員への入会（宜しければ所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　⑧学生会員　⑨家族会員への入会

もう一度記入
願います。

２．法人会員への新規入会 　( 以下、新規に入会される法人のみご記入下さい。）

誓約書：私は貴会に入会するにあたっては、規則その他の規約を遵守するとともに、他の会員に迷惑を掛けない
ことを誓約し、ここに入会金を添えて入会の申し込みを致します。

①日本大使館の館員（含配偶者）　②日本人学校の教諭（同）　③JETROの職員（同） 　④JICAの職員（事務所）（同）

もう一度記入
願います。

（１）入会区分（所属、含配偶者）　注：JICAの専門家の方は、具体的なプロジェクト名を（　）内にご記入下さい。

会費： 法人会員（日本の親会社が上場している企業）年間650米ドル / 法人会員（その他の企業等）350米ドル / 個人会員
（1人あたり） 年間60米ドル / 家族会員（会員の配偶者）及び学生会員 無料。 会費は月割計算でのお支払いです。法人会
員の入会の場合、代表１名を明記願います。代表は個人会員の会費が免除されます。会費の返却は致しません。

（２）法人所在地及び（３）代表者氏名（タウンシップを必ずご記入下さい。パダウ（会報）のお届け先になります。）

１．個人会員への新規入会　(会員名簿に掲載する①～⑧の区分を○で囲んで下さい。)

掲載：記入されたパダウ（機関誌）送付先の取扱： 法人会員は機関誌や会員名簿に掲載します。個人会員の住所は、個
人情報管理の関係上、会員名簿や機関誌には一切掲載しません。又、住所・電話番号の変更の際には、遅滞なく変
更届を日本人クラブに提出願います。機関誌が旧住所にいつまでも届けられることになります。

－Ａ－


